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議案第　３号

　令和７年度苅田町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　６７０，７２７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和７年２月２６日　提出

苅田町長　　遠　田　孝　一

令和７年度　苅田町後期高齢者医療特別会計予算
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第１表　歳入歳出予算

  歳 入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 498,444

 1 後期高齢者医療保険料 498,444

 2 繰入金 167,181

 1 一般会計繰入金 167,181

 3 繰越金 3,901

 1 繰越金 3,901

 4 諸収入 1,201

 1 延滞金、加算金及び過料 1

 2 償還金及び還付加算金 1,100

 3 雑入 100

670,727

金 額

歳 入 合 計



  歳 出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 26,873

 1 総務管理費 24,689

 2 徴収費 2,184

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 640,754

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 640,754

 3 諸支出金 3,100

 1 償還金及び還付金 3,100

670,727

金 額

歳 出 合 計
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［１］歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

  歳　入 (単位：千円)

款

 1 後期高齢者医療保険料 498,444 460,765 37,679

 2 繰入金 167,181 160,956 6,225

 3 繰越金 3,901 3,901 0

 4 諸収入 1,201 1,201 0

670,727 626,823 43,904

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計



  歳　出 (単位：千円)

款

 1 総務費 26,873 24,453 2,420 0 0 0 0 26,873

 2 後期高齢者医療広域連 640,754 599,270 41,484 0 0 0 498,444 142,310

合納付金

 3 諸支出金 3,100 3,100 0 0 0 0 0 3,100

670,727 626,823 43,904 0 0 0 498,444 172,283

そ の 他

歳 出 合 計

本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債
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２．歳入

（款）   1  後期高齢者医療保険料

（項）   1  後期高齢者医療保険料 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 特別徴収保険料 320,739 296,248 24,491  1 現年度分 320,739 320,739

 2 普通徴収保険料 177,705 164,517 13,188  1 現年度分 172,705 172,705

 2 滞納繰越分 5,000 5,000

計 498,444 460,765 37,679

説 明本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額



（款）   2  繰入金

（項）   1  一般会計繰入金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 事務費繰入金 42,283 39,454 2,829  1 事務費繰入金 42,283 42,283

 2 保険基盤安定繰入金 124,898 121,502 3,396  1 保険基盤安定繰入 124,898 124,898

金

計 167,181 160,956 6,225

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明
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（款）   3  繰越金

（項）   1  繰越金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 繰越金 3,901 3,901 0  1 繰越金 3,901 3,901

計 3,901 3,901 0

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明



（款）   4  諸収入

（項）   1  延滞金、加算金及び過料 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 延滞金 1 1 0  1 延滞金 1 1

計 1 1 0

説 明本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
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（款）   4  諸収入

（項）   2  償還金及び還付加算金 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 保険料還付金 1,000 1,000 0  1 保険料還付金 1,000 1,000

 2 還付加算金 100 100 0  1 還付加算金 100 100

計 1,100 1,100 0

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明



（款）   4  諸収入

（項）   3  雑入 （単位 ： 千円）

節   

目

 1 雑入 100 100 0  1 雑入 100 100

計 100 100 0

本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額

説 明
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３．歳出

（款）   1  総務費

（項）   1  総務管理費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 一般管理費 24,689 22,686 2,003 0 0 0 24,689  2 給料 7,691 職員給 7,691

 3 職員手当等 5,360 扶養手当 372

管理職手当 433

通勤手当 51

住居手当 264

地域手当 337

期末勤勉手当 3,463

児童手当 240

時間外勤務手当 200

 4 共済費 3,565 職員共済納付金 2,651

退手納付金 914

 8 旅費 6 普通旅費 6

10 需用費 234 消耗品費 110

印刷製本費 124

11 役務費 1,588 郵便料 1,588

12 委託料 4,753 後期高齢者医療徴収システム保守委託

料 2,656

後期高齢者医療徴収システム改修業務

委託料 2,097

13 使用料及び賃 176 後期高齢者医療徴収システム借上料

借料 176

17 備品購入費 1,316 後期高齢者医療徴収システム機器

1,316

計 24,689 22,686 2,003 0 0 0 24,689

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



（款）   1  総務費

（項）   2  徴収費 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 徴収費 2,184 1,767 417 0 0 0 2,184 10 需用費 593 消耗品費 60

印刷製本費 533

11 役務費 1,591 公金取扱手数料 291

郵便料 1,300

計 2,184 1,767 417 0 0 0 2,184

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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（款）   2  後期高齢者医療広域連合納付金

（項）   1  後期高齢者医療広域連合納付金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 後期高齢者医 640,754 599,270 41,484 0 0 498,444 142,310 18 負担金補助及 640,754 事務費負担金 15,411

療広域連合納 び交付金 保険料等負担金 625,343

付金

計 640,754 599,270 41,484 0 0 498,444 142,310

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他



（款）   3  諸支出金

（項）   1  償還金及び還付金 （単位 ： 千円）

節       

目

 1 保険料還付金 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 22 償還金利子及 3,000 過誤納還付金 3,000

び割引料

 2 還付加算金 100 100 0 0 0 0 100 22 償還金利子及 100 還付加算金 100

び割引料

計 3,100 3,100 0 0 0 0 3,100

本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他
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１．一般職

（１）総　括

（人）

区分 扶養手当
(千円）

住居手当
(千円）

管理職員特
別勤務手当

(千円）

休日勤務
手当(千円）

特殊勤務
手当(千円）

夜間勤務
手当(千円）

本年度 372 264

前年度 318 264

比較 54 0

前年度

職
員
手
当
の
内
訳

970 279

240

0

給　　与　　費

400

△ 2005

3,463

3,184

期末・勤勉
手当(千円）

428

433

管理職手当
(千円）

時間外勤
務手当
(千円）

児童手当
(千円）

240

240

0

報酬

2

235

(千円）

7,691

51

(千円）

5,125

給料

337

合計

(千円）

備考計

(千円）

職員手当

(千円）

15,8813,4427,314

51

給　　与　　費　　明　　細　　書

735

16,6165,360

地域手当
(千円）

 

通勤手当
(千円）

377

13,051本年度

区分

比較

2 12,439

職員数

612

200

123

共済費

(千円）

3,565



（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額(千円） 備考

305

146

△ 74

324

△ 89

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

平均年齢　(歳） 40.20

平均給与月額　(円）

平均年齢　(歳）

職員手当 235

450,529令和７年４月１日現在

平均給料月額　(円）

平均給与月額　(円）

令和６年４月１日現在

平均給料月額　(円）

給料表改定、勤勉手当の率改定による増

人事異動等による減

379,868

区　　　　分 行政職

制度改定に伴う増減分

給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分 平均普通昇給率2.01%

人事異動等による減

説　　　　明

その他の増減分

区　分

給料表改定等による増

428,482

364,330

41.20

増減事由別内訳(千円）

給料 377

その他の増減分
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イ　初任給

国の制度
行政職 (一）(円）

194,500 188,000

225,600 220,000

ウ　級別職員数

級 職員数(人） 構成比（％）

１級 1 50

２級

３級

４級

５級 1 50

６級

７級

計 2 100

１級 1 50

２級

３級

４級

５級 1 50

６級

７級

計 2 100

大学卒

令和６年４月１日現在

区　分
行　　政　　職

令和７年４月１日現在

区分 行政職 (円）

高校卒



（級別の基準となる職務）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

エ　昇給

代表的な職種

行政職

2 2

昇給に係る職員数   （Ｂ） (人） 2 2

２号給(人） 1 1

４号給(人） 1 1

６号給(人）

８号給(人）

100.0 100.0

2 2

昇給に係る職員数   （Ｂ） (人） 2 2

２号給(人） 1 1

４号給(人） 1 1

６号給(人）

８号給(人）

100.0 100.0

区　分
高度の知識又
は経験を必要
とする主事、
技師の職務

次長、技術次
長、所長、副
課長、副参事
の職務

主査、係長の
職務

主任主事、主
任技師の職務

行政職

主事補、技師
補、主事、技
師の職務

区　　　分 合　計

職員数（Ａ） (人）

政策監及び困難
な業務を行う課
長、主幹の職務

課長、主幹、
参事の職務

前
年
度

職員数（Ａ） (人）

号給数別内訳

比率　（Ｂ）/（Ａ）　（％）

本
年
度 号給数別内訳

比率　（Ｂ）/（Ａ）　（％）
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オ　期末手当・勤勉手当

６月（月分） １２月（月分）

(1.200) (1.200) (2.400)

2.300 2.300 4.600

(1.175) (1.175) (2.350)

2.250 2.250 4.500

(1.200) (1.200) (2.400)

2.300 2.300 4.600

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 そ の 他 の
（月分） （月分） （月分） （月分） 加算措置等

24.59 33.27 47.71 47.71 制度なし

24.59 33.27 47.71 47.71 制度なし

キ　地域手当

苅田町

4.0

2

4.0

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

備考支給率計
(月分）

支給期別支給率

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

国の制度

区　　分

前年度 有

（　）は、再任用短時間勤務職員分　

支 給 率 等

有

有

備  考区　　分

本年度

支給対象地域

支  給  率　（％）

支給対象職員数　(人）

国 の 制 度
（支 給 率 等）

国の指定基準に
基づく支給率（％）



ク　その他の手当

異

区　　分

扶　養　手　当

通　勤　手　当

国の制度との異同

下限　国16,000円に対し12,000円
上限　国28,000円に対し27,000円

住　居　手　当

差異の内容

同

同
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